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Ⅰ 事業展開の方針 

今日、地域社会の相互扶助機能の弱まりに伴う社会的な孤立・孤独や新たな貧困

に起因する生活問題の増大、更には生活困窮者の増加などにより、地域住民全体で

お互いに支え合い、安心・安全に暮らすことができる地域社会を実現することが求

められています。 
このような中で、ボランティア活動や市民活動への関心の高まり、NPO 活動の広

まりなどにより、地域福祉の担い手は多様化しており、総合的に地域福祉を推進し

ていくことが期待されています。 
こうした、民間社会福祉活動においては、多様な福祉ニーズに迅速かつ柔軟に対

応できる特徴を生かし、地域住民の積極的な参加と理解を得ながら、福祉のまちづ

くりに向けた様々な事業が取り組まれています。 

当基金は、このような実情を踏まえ、民間資金としての弾力性を活かし、民間活

動として取り組まれる福祉教育の推進、地域福祉の条件整備、保健福祉の増進、ボ

ランティア活動の育成及び支援等の先進的且つ効果的な事業に対し、積極的に助成

を行い、民間社会福祉活動の一層の振興を図っていきます。 

 

 

 

Ⅱ 事業目標 

1. 福祉教育の推進 

2. 地域福祉の条件整備 

3. ボランティア活動の育成及び支援 

4. 子ども・障害者・高齢者等の保健福祉の増進 

 

 

 

Ⅲ 事業内容 

佐賀県内における地域福祉の振興に寄与するため、子ども・障害者・高齢者をは

じめとした幅広い県民の生活上の課題を支援する佐賀県社会福祉協議会等の非営

利法人や任意の団体が実施する下記事業に対し助成を行います。 

≪助成対象事業≫ 

①在宅高齢者及び介護者等に関する事業 

②各種福祉サービス提供に関する事業 

③社会参加促進に関する事業 

④地域の暮らしの諸課題解決に関する事業 

⑤保健福祉推進の人材育成に関する事業 
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⑥保健福祉サービスの充実強化のための事業 

⑦健康・生きがいづくりの推進に関する事業 

⑧ボランティア団体の組織育成やネットワーク化のための事業 

⑨ボランティアの養成、資質向上を図るための事業 

⑩子育て支援に関する事業 

⑪地域活性化に関する事業を通して地域福祉に供する事業 

⑫福祉に関する調査・研究の事業 

 

 

 

Ⅳ 広報活動の充実 

1. 基金の有効活用のための広報活動 

ホームページや新聞広報など各種媒体を活用した広報活動の展開 

 

2. 活動内容の紹介 

    広報資料などによる基金活用事業や活動団体の紹介 

 

 

 

Ⅴ 法人の運営 

1. 役員会の開催 

（1）評議員会 

（2）理事会 

（3）監事会 

 

2. 事業推進委員会の開催 

 

 


